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自宅の土地全体を売却する契約を締結した
売主が、その直後に全体を売却する意思はな
かった旨を買主に申入れ、当該売買契約が合
意解除されたところ、媒介をした宅建業者が
売主に媒介報酬の支払いを求めた事案におい
て、媒介業者の請求は信義則上許されないと
してその請求が棄却された事例

1 　事案の概要

相続により取得した約380㎡の土地（本件
土地）とその土地上の自宅建物（旧建物、本
件土地と併せて本物件）を所有し、そこに二
女のＡら他の家族２人と居住していたＹ（被
告・個人）は、旧建物が広すぎるうえ老朽化
し、年金収入しかないため固定資産税等の負
担が重いとも感じたことから、本件土地の一
部を売却したうえで残地に自宅建物を新築す
ることを考えるようになった。

平成29年３月、これをＹの親族から聞かさ
れたＸ（原告・宅建業者）は、Ｙ宅を訪れた。
その際にＹは、本物件売却の意向は示さなか
ったものの、その後もＸは何度かＹ宅を訪れ、
Ｙから古い測量図を入手する等し、売却後に
一部を買い戻すことも可能である等として本
物件売却の勧誘を継続した。

同年４月、Ｘは、宅建業者Ｂから紹介され
た宅建業者Ｃより本物件について売買金額
9000万円での購入希望が寄せられたことか
ら、売買金額を同額とし、引渡期日を同年８
月10日とする本物件の売買契約書（本件契約
書）を作成して、買主であるＣと買主側媒介

業者Ｂの記名押印を得た上でＹ宅を訪れ、本
件契約書にＹの署名を得て、Ｙから借りた実
印を押捺した。なおＸは、Ｙに本件契約書を
交付せず、これを持ち帰った。

同年５月、Ｙが本件契約書に署名したこと
を知ったＡは、Ｘに問合せたところ、Ｘから
本件契約書を示され、6月末日までに退去す
る必要がある旨の説明を受けた。これに対し
てＡは退去を拒否し、Ｘに対して本件契約の
解除をＣと交渉するよう強く求めた。その後、
Ｘはその意向をＣに連絡したものの、Ｃは契
約解除には応じられない旨を回答し、Ｘはこ
れをＡに伝えた。

同年6月、Ｙの代理人弁護士はＣに対し、
Ｙは、Ｘから何らの説明もなかったため、本
件契約書が本物件の売買契約書と認識できな
い状態でＸに本件契約書に署名させられたも
のであり、売買価格も市場価格より著しく低
額であり、本件契約は公序良俗に反して無効
である旨を通知した。これに対してＣはＹに
対し、本件契約は有効であるとして、Ｙに売
主としての義務の履行を求めた。

その後、ＹとＣの間で協議がなされ、同年
11月、ＹがＣに違約金1000万円を支払い、本
件契約を解除することで両者の和解が成立
し、ＹはＣにこれを支払った。また、その協
議がなされている間に、ＢがＣから受領して
いた媒介報酬の一部（75万円）がＸに支払わ
れた。

令和元年10月、Ｘは、本件契約の媒介報酬
として、298万円余の支払いをＹに求めたも
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のの、Ｙがこれを拒否したことから、その支
払いを求めて本訴訟を提起した。

2 　判決の要旨

裁判所は、概要次のとおり判示し、Ｘの請
求を棄却した。

（Ｘ＝Ｙ間の媒介契約が成立したか）
Ｙは、本件契約書作成前、本件土地の一部

の売却を検討しており、本件契約書は本件土
地の売買を内容とするもので、仲介人として
Ｘの記載もあり、Ｙがその内容を認識せずに
本件契約書に署名したとまでは言えない。

また、本件契約の売買金額が市場価格に比
して著しく低額であるとも言えないうえ、本
件契約締結直後にＹが本件契約の解除を主張
したことからすれば、媒介契約書がなく、報
酬額も未定であったことも直ちに不自然とは
言えず、Ｘ＝Ｙ間で媒介契約が成立したと認
めることが相当である。

（Ｘの報酬請求が信義則上許されないか）
一般的には、媒介契約が成立した以上、報

酬額の合意が未了であっても、商法512条に
基づく報酬請求が成り立ち得るといえる。

しかし、Ｙは本件土地の一部の売却を考え
ていたとはいえ、本件契約書の内容はＹの意
向や利益に沿うものではなかった。現に、そ
の後Ｙは、本件土地の一部を売却し、残地に
自宅を新築しており、これは本件契約の内容
と全く異なる。

また、転居先も未定のまま自宅土地建物全
体を売却し、引渡期限が契約締結日のわずか
３か月余り後というのは、不合理な内容であ
ったと言わざるを得ず、仲介人としてのＸの
有意な行動は購入先をＣに定めたことに留ま
る。また、Ｘは本件契約に関与したことで、
実質的に75万円の報酬を得ており、これはＣ
において、ＸがＹに媒介報酬を請求しないよ
う手配する趣旨を含むものであった。

（結論）
したがって、Ｘは本件契約の仲介人として

行動した内容に照らして、既に十分な利益を
得ており、Ｙに媒介報酬を請求することは信
義則上許されないものというべきであり、Ｘ
の請求を棄却する。

3 　まとめ

本件は、媒介業者による報酬請求が信義則
上許されないものであるとして、その請求が
棄却された事例である。

本事例において売主は、本物件の一部のみ
の売却を望んでいたところ、媒介業者はその
意向に沿わない形で、本物件全体を売却し、
短期間で引渡すという不合理な契約を締結さ
せたと判断されており、売主の意向に沿わな
い売買契約を締結させた媒介業者の請求が認
められなかったことは当然のように思われ
る。

あわせて、本事例においては、媒介契約の
成立そのものは認められてはいるが、「契約
における重要な要素についての双方の意思合
致がされていないとして、黙示の媒介契約の
成立が否定された事例」（東京地判 令3.12.24  
RETIO132-120）も見られる。宅建業者の皆
様におかれては、可能な限り早い段階できち
んと媒介契約書を締結することも必要と考え
られる。

（調査研究部主任研究員）
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